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令和４年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その３ 

令和４年９月15日（木） 

                                          

日程第16 議案第７号 橋本市庁舎整備基

金条例について 

○議長（小林 弘君）日程第16 議案第７号

橋本市庁舎整備基金条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）本市もやっときれいな

庁舎が建つかもしれないというご決断と、そ

の基金を積んでいくであろう条例の約束事を

上程していただいたと。特にその条例に対し

て聞くことはないんですけど、目標設定に対

してなんですけども、二つほどお伺いしたい

んですけども、説明では15年の１億5,000万円

ぐらいでだいたいこれぐらいというふうに予

測はつくんです。工事にかかっていくとかタ

イムスケジュールとか、そのハードの部分は

置いておいて、だいたいどことも一緒やと思

うんで置いておいて、うまいこといってくれ

たらええなと思います。 

 聞きたいのは、この１億5,000万円掛ける15

年の基金を積んでいくよということは、だい

たい庁舎を建て替えたらどれぐらいの金額を

設定して、このお金を試算しているのかとい

うことと、副市長が財政課長のときに財政健

全化５カ年計画とか、ちょっとぱんとしんど

なったとか、職員のお給料とかをカットした

とか、そういう事態にもしまた見舞われたと

き、交付税が下がったとかそんなときは、そ

の年は同じように１億5,000万円積むのか。こ

の二点をもしよかったら、財政課長、お伺い

できたらと思います。 

○議長（小林 弘君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）堀内議員のご質問

にお答えします。 

 まず、どのぐらいの財源と事業費を見込ん

でいるかというところでございますが、令和

４年の６月の総務委員会の資料でご報告させ

ていただいたところですけども、総事業費の

予定としましては約86億円を見込んでおりま

す。そのうち、75％の充当を想定した地方債

を見込んでおりますので、地方債を差っ引い

て、一般財源の総額が21億5,300万円、21億

5,000万円の積立てというか一般財源を想定

しておりますので、この21億5,000万円を積み

立てるというようなイメージになってきてお

ります。 

 続きまして、その21億5,000万円の積立てに

ついて、財源がなくなったらどうするのかと

いうおただしでございますけども、本市につ

きましては、先ほど議員もおっしゃいました

とおり、平成28年度から令和２年度におきま

して財政健全化に取り組んできております。

これによりまして一定の効果を得たところで

ございますけども、この健全化におきまして

地方債の発行抑制によりまして、地方債残高

の縮減を行ってきました。これによりまして

公債費についても年々、元利償還金の返済額

が減少してきております。試算では、令和４

年度から６年度については毎年、対前年度比

で約３億円ずつ公債費が減っていく見込みと

なっております。令和７年度と８年度につい

ては、年間で約１億5,000万円ほどの公債費が

減少する見込みとなっておりますことから、

ここを財源として積立てに充てていきたいな

というところがございます。 

 今後につきましても、地方債の発行抑制等

を実施しまして積んでいくということで、積

立てを実施していきたいというふうに考えて
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おりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 10番 土井君。 

○10番（土井裕美子君）この条例の設置の第

１条のところに、市庁舎の建設及びこれに関

連する事業に必要な資金を積み立てるためと

いうふうにあるんですけれども、本市が高野

口町と合併して以来、市民の皆さま方のアン

ケート調査の結果の中のナンバーワンが、新

しい図書館を建ててほしいというようなこと

だったと思うんですけれども、合併して10年

以上たっていますが、まだ新しい図書館は建

っておりません。庁舎も老朽化してきており

ますし、教育文化会館も老朽化してきており

ます。私も議員になりたての頃から、シビッ

クゾーンをどのようにするのかという議論が

内部でなされてきたと思うんですけれども、

この市庁舎の建設及びこれに関連する事業と

いう中に、図書館とかそういうことも含まれ

ているのかどうかというのも確認したいんで

す。 

 これから多分、検討委員会を立ち上げられ

て、総合的な庁舎にするのか、どのようにす

るのか、場所も含めて検討をされるかと思い

ますけれども、これがそういうことにも充当

できるのかどうかというのを確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）ただ今、条例に記

載させていただいておるこれに関連する事業

の具体なんですが、今現状想定しております

のは、いわゆる、先ほど財政課長から申しま

した地方債が充当できないようなもの、つま

りは解体ですとか備品の購入、これらを想定

して記載させてもらっておるところでありま

す。 

 また、図書館等の施設というところになる

んですが、シビックゾーンの計画等も今現状、

これからどういった形が一番いいのかという

のを検討していくような格好になると思いま

すので、現時点で具体として、この関連する

事業の中にそれらが含まれてはおりません。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）水道代、この間値上げ

して、このときはお金がないからという話や

ったんですが、こうやって基金として１億

5,000万円積み立てられるというふうなこと

であるならば、何で水道代を上げるねんとい

うのが市民の気持ちです。私たちは企業会計、

特別会計、一般会計という枠組みがあるとい

うのを分かっておりますが、市民の目線で見

ますと分からない。市役所と同じように値上

げしたのはやっていかれへんからやったんや

ろうというふうな話を聞いておりますんです

が、この辺の絡みですね、企業会計、特別会

計、一般会計のまたぐのもありなんか、ない

なんかとかを含めまして、ご説明いただきた

いと思います。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）水道料金と市庁舎

の建設というのは、直接は関係ないというの

はイメージでは分かるかもしれないんですけ

れども、確かに市民の方にとったら同じお金

というような色がついているんじゃないのか

という、そういう疑問を持たれているご意見

があったんだと思います。 

 水道事業に関しましては、企業会計を本市

の場合はとっておりまして、基本的にはその

運営、管理等に係る経費は受益者の負担によ

って賄うというような格好にさせてもらって

おります。つまり企業会計、水道事業会計の

中で、それは運営していくべきだ。使用料を

頂いて運営していくべきだというような考え
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に基づいて運営しております。 

 しかしながら、一般会計のほうなんですけ

れども、財政健全化計画を実施して幾ばくか

は戻ったというような現状では今はあるんで

すが、まだ他市に比べても決して裕福という

状況ではございません。そんな中で施設の老

朽化等、コンスタントにといいますか、定期

的にやっていけなかった部分、積み残しの部

分等も今後、実施していく必要がございます。 

 そんな中で、庁舎の建設に関してはお尻が

決まっていると申しますか、耐用年数が決ま

っている状況です。その中で一気に一般のお

金が必要になると、これまた対応できないと

いうことがありますので、これぐらいの金額

を積めるうちに積んでいかないとというとこ

ろがございますので、水道料金については水

道の会計の中でやっていくということで、市

民の方にも申し訳ないですが、ご理解いただ

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）ということは、企業会

計から特別会計だとか、特別会計から企業会

計だとか、あるいは一般会計から企業会計、

要するにこの三つどもえの会計のまたぎはで

きないというか、市の方針としてしないとい

うふうに理解しておいたらよろしいでしょう

か。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）お金がそもそも動

かないということではなくて、本来、市が一

般の例えば環境を守るために必要だ、環境整

備のために必要だ、それを下水道事業が実施

しているというような事業もございます。そ

の場合、繰出基準という表現になるんですが、

他会計への繰り出すその基準が国のほうでも

まとめられておりまして、その基準に沿った

形で必要な分を繰り出すというようなことは、

本市の中でも実施しております。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）あまりこんな細かいこ

とを言わんとこうかなと思ったんですけど、

今、部長の答弁を聞いとったら一点気になっ

たんで。耐久年数のけつが決まっているとい

うか、期限が決まっているというのは理解で

きるんやけど、この議場で数名、そのときは

おったんですけど、耐震補強をしたでしょう。

そのときからその議論はあったんですよ。僕

はその話を聞いたんで気になるんですけど、

そしたら行政的に耐震補強をして、費用対効

果も含めて、どれだけ延長できたんですか。

耐震補強をしてまだ10年ほど違いますか。で

すよね。耐震補強にあんだけお金をかけとい

て、そのけつは決まっているのでと言われた

ら、じゃあ、耐震補強はどうやねんという話

になってくるんですよ。 

 何でこの話をしたいかといったら、そのと

きからこの議論はあったんですよ。僕、職業

柄、耐震補強をしてもさほど延びないという

のは知っていたんです。大分言うたんですよ、

そのときも。耐震補強をしても、躯体になっ

ている使われているコンクリートの年数が限

度が決まっているから、強度はどんどん落ち

ていくんやから、崩れない程度にはなるけど

も耐震自体の、崩れないという前提の下でや

るんやったらええんやけど、使えるか使えれ

へんかの話をするんやったら建て替えたほう

がましですと話なんです。そのときちょうど

保健福祉センターの話も出とって、すったも

んだしたんですよ。だから、今の言葉はほん

まに引っかかるんで、けつが決まっていると

言うんやけど、耐久年数、これ、費用対効果

とかを含めて延びたんかな。具体的な数字は

ええですよ。実質、感覚的にどないですか、

部長の感覚。これ、個人的な話でいいですよ。
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何か引っかかるんです、その点がね。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）感覚的なものでも

いいよっておっしゃってくださっていたんで

すが、たしか大規模改修のしない場合、不要

の場合の耐用年数と申しますか、改修不要で

もつ期間が65年ぐらいだったというふうに認

識しています。古いほうって言うと語弊があ

るんですが、庁舎増築をしてて、昭和32年に

南側のほうが建設されておるんですが、それ

から考えますと、65年といいますとちょうど

2022年、今あたりという、そういう状況にな

っとるかと思います。そうすれば、その段階

で庁舎自体はなかなか難しいというのが判断

されるべきところになるのかなということで

すので、ここを考えますと、財政健全化のよ

うな状況にもなっておったというところもあ

りますので、一旦それで延伸と申しますか、

庁舎の安全性を確保して、さらに次の限界可

能使用期間といいますか、ここまではもたな

いよというようなところまでつないで、そこ

が最終的には建て替えの必要のある時期だと

いうふうな認識でございます。 

 当然、少しでも早い段階で建て替えをする

ことができれば、それが一番いいとは思うん

ですが、今の私の考えとしましては、そうい

うような形で改修をしたことは効果があった

といいますか、適正な判断であったというふ

うに認識しております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）非常に分かりやすい答

弁ありがとうございます。僕、そのときの議

論で、当時首長も違いましたし、ここにおる

担当課の人も全員違うでしょう。議員もほぼ

７割、８割入れ替わっている状態やと思いま

すわ。７割ぐらいかな、入れ替わっとる状態

やと。だから、そのときの議論はそのときの

議論で決めたことやから、別段今からそれが

間違えとったとかそういう話をするつもりは

ないんやけど、話が飛んで申し訳ないんやけ

ど、こういうことが起こるというのは、やっ

ぱり長期総合計画とかも立ててるんやから、

どないしたらええんかな。10年先を見越して

計画を立てていくと言うんやったら、もう少

しシビアにやっていったほうがええんかなと

いうのもあったんで、だから、効果があった

かなかったの検証は、当時はそれが一番効果

があると思ってやって、10年後にはやはり建

て替えなあかんという今の首長の思いもある

んやから、僕は建て替えることには何のあれ

もないですよ、もともと分かっとったから。

延命でしかないな。建て替えたらええのにな

という話はしていたぐらいやから、別にそれ

に反対する気はないんですけども、ただ気に

なったのはこういう話が多々出てくるんでね。

当時、議会もそのときの責任もあるし、もち

ろん承認しているんやからね。それは僕、自

分もそこにおった一人としては認識はしとる

んやけど、こういう話になったなと思ったん

で聞かせていただきました。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今、議題となっております議案第７号

については、総務委員会に付託いたします。 

                     

日程第17 議案第８号 橋本市公告式条例

の一部を改正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第17 議案第８号 

橋本市公告式条例の一部を改正する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第８号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 橋本市公告式条例の

一部を改正する条例について を採決いたし

ます。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第18 議案第９号 橋本市民会館設置

及び管理条例及び橋本市立産業

文化会館設置及び管理条例の一

部を改正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第18 議案第９号 

橋本市民会館設置及び管理条例及び橋本市立

産業文化会館設置及び管理条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）分からないんで教えて

ください。スタインウェイはどこに行ったん

ですか。それだけ聞きたいんですけど。載っ

てないんで、改正後に。売っちゃったんかな。

前、議会に報告はあったんかな。僕、覚えて

ないんで。どっか行ったんかな。それを教え

てください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のおただしに

お答えします。 

 スタインウェイは、産業文化会館のほうに

移設する予定をしております。 

 以上です。 

 すいません、産業文化会館のほうに移設し

ます。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）私、確認したいのは、

条例を見たら調律費別途とか書かれておるん

ですけれども、恐らくこのピアノを移設する

にあたっては、じゃ、どういう部屋に置くん

か。特にええピアノやったら、温度管理、湿

度管理等々も今後出てきます。調律費別って

書いてくださっているということは、使いた

い市民の方であったりとかが使っていけるよ

うにするための今回の移設というふうに見て

おるんですけれども、それ以外の、さっき言

うた調律とか、保管部屋というかな、そこの

管理で結構なお金がかかってくると思うんで

すけれども、その辺りはどの程度見込んでお

りますか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）ただ今の議員のお

ただしにお答えします。 

 確かに、スタインウェイは温度管理が必要

なピアノというふうに聞いておりまして、産

業文化会館のピアノ保管庫のほうを拡張いた

しまして、そちらのほうに空調設備を設置い

たしまして保管していく予定をしております。

また、調律費別途というものにつきまして、
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スタインウェイを使われる方というのは専門

のピアニストの方が多く、直接、ピアニスト

のほうが調律を依頼されて、その調律費につ

いては別途個人で業者のほうにお支払いされ

ているというふうに聞いております。 

 保管庫のほうはもう完成しておりまして、

移設する予定で、その電気代についてはまだ

実際に運用をしてみないと分かりませんので、

また状況を見ながら把握したいと思います。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）ちょっと気になったの

は、昔、議会でも話が出たことがあるんです

よ、このピアノについて。当時、今の中西県

議やったかな、岩田県議やったかな、僕は覚

えてないんですけど、これ、費用がかかるか

ら、年に数回しか使えへんのやったら、すご

くいいピアノやから売却してはどうですかと

いう話があったんです。それがええか悪いか

は別ですよ。僕、売却すべきやという話をし

ているわけじゃないんやけど、やはりこれは

行政の財産として、市民にとってとても利益

があるから、空調の設備とかそういうのもや

って、こういう調律の費用とかも使うという

お考えは分かるんですけども、年に何回ぐら

い使う予定になっているんかな。それはそれ

だけの費用対効果が市民のために利益がある

というお考えで置いているんかな。それはそ

れでええんですよ。そのお考えだけ聞きたい

だけで、それに対して反対やとかいう考えは

ないんです。だから、売る売らへんの議論が

あって売らずに置いていたものを、そう言っ

て今度はお金をかけて保管するということは、

行政にとってはそれだけの価値があるという

認識の下でやっているんかどうかという、そ

の一点だけお答えください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）ただ今の議員のお

ただしにお答えします。 

 市といたしましては、そのスタインウェイ

ピアノを管理し、市民、また市外の方にもご

利用いただくというふうなことで効果がある

ものというふうに考えてございます。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）もう一点利用の状

況でございますが、今後の利用も同じように

なるかというのは別としまして、過去の利用

の実績ということで申しますと、令和元年度

では、利用回数が11件。今回条例で上げさせ

ていただいている金額が使用料になるんです

が、トータル額として13万9,420円ございまし

た。それから令和２年度は、コロナの関係で

使用もなかなか制限しておりましたので、件

数としましては４件、金額としまして５万740

円。令和３年度におきましては15件、金額と

しまして19万2,000円の利用がございました。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第９号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 橋本市民会館設置及

び管理条例及び橋本市立産業文化会館設置及

び管理条例の一部を改正する条例について 
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を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第19 議案第10号 橋本市職員の定年

等に関する条例等の一部を改正

する等の条例について 

○議長（小林 弘君）日程第19 議案第10号 

橋本市職員の定年等に関する条例の一部を改

正する等の条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）おはようございます。 

 条例というか、読んでても難しいので、少

し説明も含めてお願いしたいんですけれども、

まず最初に、単純に定年延長はこれからする

ということで、普通に１年ずつ延びていくん

かなと思ったら、これを読ませてもらったら、

管理監督職勤務上限年齢というのがあって、

年齢が60年というふうにされていますし、ま

た給与は７割水準であると。今まででしたら、

60歳の定年で退職金を受け取って、再任用で

給与が下がっても退職金で補うことができま

したけれども、年金をもらうまでの間ね、で

きましたけど、それもできないと。それもあ

りますし、また、例えば３月末まで部長とか

課長だった職員の方が、その職以外のもうち

ょっと下になってくると。だけども正職員に

は変わりないという状況の中で、職場の中で

ぎくしゃくするようなことにはならないです

かということ。 

 もう一つ、例えば定年が61歳のときに60歳

で一旦退職をして、再任用を希望するという

ことも可能なのかどうかお尋ねします。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）たくさんの

条例の改正となりました。この改正につきま

しては国家公務員法などの改正によりまして、

国家公務員の定年が段階的に65歳に引き延ば

されることによりまして、地方公務員の定年

は国家公務員に準ずるということで、今回の

改正に至っております。主なところといたし

ましては、定年延長後の職員の任用であった

り、給与であったり、また退職手当であった

りというところになります。 

 少しこの内容について、概要を説明させて

いただきたいと思います。 

 まず、58ページの定年条例の３条なんです

けれども、ここで定年の年齢の引上げを記載

しております。年齢は65年というところで記

載させていただいております。 

 それから、同じ60ページから61ページにか

けて、役職定年という制度のことについて書

かれております。役職定年というのは、現在、

管理職手当が支給されている管理監督職の地

位にある職員が、７条におきましては60歳を

もって役職定年となる。それからその後、管

理監督職以外の職に降任するということが８

条の２号でうたわれております。それから役

職定年はあるものの、９条におきまして、こ

の１号から３号までの事情がある場合に限り、

最長３年もしくは５年の役職定年の延長とい

うことができる制度となっております。 

 それから、63ページの12条なんですけれど

も、ここで今回、今までありました再任用も

しくは再任用短時間勤務制というところが、

今度は定年前再任用短時間勤務制ということ

で導入されるという働き方の多様性に対応す

る制度が、再任用でできる制度ができており

ます。 

 それから、同じ63ページの附則の３項で、



－172－ 

この定年延長に関する経過措置がうたわれて

おります。これは令和５年４月１日から令和

13年３月31日までの定年の規定の適用は、段

階的にこの表のとおりに引き上げられるとい

う規定でございます。 

 それからあと給与につきましては、69ペー

ジの給与水準、69ページの附則の22項、下の

ところなんですけれども、職員が60歳に達し

た日以降の最初の４月１日以降、100分の70

ということで７割水準となって、最終の給与

に100分の70を乗じて得た額の100円未満を四

捨五入した額が定年延長後の職員の給与とな

ります。それから、次の23項におきまして、

７割水準とならない職員の規定がございます。 

 次に、役職定年で降格する職員の調整額、

先ほどの管理監督職にあった職員が管理監督

職以外の職に降格します。これは、例えば今

７級、６級の職員が５級の職務に就くことに

なります。ややこしいんですけれども、部長

ですと７級の職にあるんですけれども、７級

の職にある職員が一旦５級の直近上位の給与

になるんですけれども、だいたい５級の一番

最高号級になるんですけれども、そこの７割

の給料がその職員の給料になるんですけれど

も、調整額というのがありまして、元受けて

いた給料の７割と５級になったときの７割の

差分が調整額として支払われるので、最終は

６級、７級の職員につきましては、最終に受

けていた給料の７割水準の給料となる。やや

こしいんですけれども、調整額として支払わ

れるということになります。 

 もう一度言います。役職にあった職員、６

級の給料をもらっていた職員、７級の給料も

らっていた職員は一旦、60歳に達した次の４

月１日に５級の職務に降格するについて、給

料も５級の給料になります。なので今６級、

それから７級の給料を受けていた職員は、５

級の直近上位の給料表にはまります。その給

料の７割がその方の、その職員の給料になり

ます。ところが、役職に就いていた職員につ

きましては、もともと受けていた給料の７割

の額と、それから５級に降格して７割になっ

た給料との差分が調整額として支払われるの

で、もともと受けていた給料の７割と同じ額

が支給されることになります。それが調整額

として支払われます。 

 それと、あと退職手当の関係なんですけれ

ども、退職手当のピーク時特例というのは改

正なく、今の退職手当条例５条の２に書かれ

ているとおり退職手当は支払われるのですが、

60歳以降、定年までの間に退職しても定年退

職扱いになることですとか、それから、60歳

以降給料が７割になるのは人事院勧告の給料

減額でない、もしくは60歳以降の４月１日以

降の降任は分限の処分ではないというところ

などがうたわれておる、そういう条例改正と

なります。 

 働き方の中でぎくしゃくしないかというと

ころをお尋ねいただいているところなんです

けれども、職員の配置につきましては、今後

運用の中で考えていかなければならないと思

います。それぞれの職員の経験なりを生かし

て、職場に配置していかないといけないと考

えております。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君、指摘し

てください。 

○７番（阪本久代君）先ほどちょこっと説明

はあったんですけど、例えば61歳が定年のと

きに、そこまで行かずに60歳で退職したとし

て、その時点で再任用をしてもらえるかどう

か。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）60歳を超え

て３月31日で退職する以降の退職は定年退職

扱いになりまして、それ以降は会計年度任用

職員で働いていただくことは可能でございま
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す。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）今もご答弁を頂いたん

ですけども、やっぱり職場の運営が、定年が

延長してからもスムーズにいくようにという

ところで、柔軟な対応といいますか、先ほど

配置については運用の中で考えていくという

ことでしたので、できれば職員組合との懇談

とかも含めて、実際に実施されるまでに十分

な協議といいますか、をしていってもらいた

いなというふうに要望いたします。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）自分に読解力が総合政

策部長や副市長ぐらいのおつむがあればこれ

を読んだら分かるやろって言われるかもしれ

ないんで、ごめんなさいって言うとくんです

けど。今の説明を聞いてたら、例えの話でよ

く分かりやすかったです。６級、７級の管理

職に例えて、７掛けと調整するのはよく分か

りました。だから、まず一点目がそこなんで

すけど、定年退職するのは６級、７級だけじ

ゃないじゃないですか。僕も人事で級と号に

ついて一般質問をしとるんで、５級扱いにな

るというたら、また課長補佐級が増えるんか

よなんて思ったりもしたぐらいで、それは

70％減で５級程度になるということやと思う

んで、それとこれとは別やと思うんですけど、

５級で終わった人、４級で終わった人、これ

から未来に対して頑張って試験を受けて上が

ってきたら、年齢、年功序列と違って能力が

ある者が上に来る社会がもし来たときに、５

年後、10年後来たときに、定年61歳、62歳っ

て来たときに７掛けになる定義というのが、

６級、７級では７掛けというのが、５級以下

にも同じ方程式で当てはまるんですかという

ことと、これは条例とかソフトなデリケート

な部分の質問になって、橋本市役所だけじゃ

ない全国一律の話になろうかと思うんですけ

ど、言いにくいことなんで多分僕が言うのが

一番ええと思うんで僕が言いますけど、部長

経験者が定年して、橋本市、よそのことは分

からないんで、参事とか理事とかよくあるじ

ゃないですか。だから、最高責任者はそこの

部の部長やのに、後ろにおるというか、目の

上のたんこぶというか、今の部長の答弁やっ

たら経験豊かな人が裏方に準じて、ちょっと

引いて知恵袋というか、縁の下の力持ちとい

うような表現でしとると思うんやけども、実

際僕から見たら、どっちが部長なんかなみた

いなんがあるんですけど、そういうのとかで

ぎくしゃくしないかなというのは、僕、そう

いう表現に取ってしまうんですけど、その点

についての実習とか職員研修とか、重鎮のＯ

Ｂという言い方をしたらいいのか、キャリア

のある知恵袋というか、その人たちの心構え

というか、どういうふうに対応していくかと

いうのは、指導というか協議とかはされとる

んでしょうか。お願いします。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まず最初の

７割の給料というのは、どの級の職務にあっ

ても同じです。調整額がつくのは、管理監督

職にあった職員が降格した場合です。 

 それから、ぎくしゃくというお話なんです

けれども、実はこの定年延長に関することに

つきまして、定年後、定年を迎える年の前年

度中には、その職員に意向をヒアリングする

というのを決められています。そのヒアリン

グなどに基づいて職員の意向というのは尊重

させていただきたいと思いますし、また管理

監督職につきましては、副市長にもヒアリン

グを受けまして、順次、適正な配置を行って

まいりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）よく分かりました。 

 最後にもう一点だけ、要は年がどっちが上
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であろうが、退職しとって参事であろうがど

んな役職に就いても、議会を議決する職責じ

ゃない以上は、最高責任者はそこの部の部長

であるということで間違いないんですよね。

それだけすいません。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）定年延長に

なった場合、先ほどから申したとおり、それ

まで管理監督職にあった者も５級の職務にな

ります。ですので、当然、管理監督職ではな

いので、その部の最高責任者はその部の部長

でございます。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 ８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）二点お聞きします。一

つは、先ほど部長も一言おっしゃったんです

が、管理監督職の特例によるところで、最長

３年、最長５年というところがあるんですけ

ども、現実にどういう職種でどういう仕事を

されている方が対象になっているのかお聞き

したい。そして、実際にそれが対象になって

いる職種があるんでしたら、それをこれから

最長３年、最長５年ということを現実に行っ

ていくのかどうかをお聞きしたいんです。 

 もう一点は、定年延長された場合に、やっ

ぱり定数の関係があって、新規採用がどうな

ってしまうのかなということがあるんですが、

説明していただけたらと思います。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）最初のおた

だしの役職定年の特例というところだと思い

ます。61ページの９条になるんですけれども、

役職定年、先ほどから申したとおり、60歳を

して役職定年となるんですけれども、１年単

位で異動の期間を延長して、引き続き管理監

督職のまま勤務することが可能という規定で

ございます。どういった場合かといいました

ら、職務の遂行上、特別の理由がある場合と

いうことで、例えばその職務につきまして適

正な人材がまだ難しいとか、そういう事情で

すね。職務の遂行上、特別の事情がある場合、

その欠員を容易に充当することができないと

いうところでございます。それから、９条２

号の職務の特殊性によりそのポストの補充が

困難である場合というところで、その職員の

職務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

めに、なかなか充当するのが難しい場合。こ

の二点につきましては、最長３年の範囲内で、

１年単位で期間を延長することができます。 

 それから３号につきましては、少し市の組

織では考えにくいところなんですけれども、

特定の管理監督職グループをつくりまして、

そのグループ内での管理監督職の交代で異動

ができるという、そういう規定になっていま

す。例えば校長先生であったり、園長先生で

あったり、今、市ではあまり考えにくいんで

すけれども、そういう特別な管理監督職が、

そのポストが補充をなかなかしにくいときに

そういうグループをつくりまして、交代制で

そのポストに当てはめていく。それは最長５

年していただくことができるという、そうい

う規定となっております。 

 それから、新規採用の影響はないかという

ところをおただしかと思うんですけれども、

それにつきましては、採用の計画上、この定

年延長を加味した上で、平準化して採用計画

を立てておるところであります。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）今、橋本市の部長って

６級から７級と言われているんですが、部長

は７級なんですか。もっと上をつくったらど

うですか。これ、要するに３割カットするわ

けでしょう。３割カットするということは、

お金浮いてきますやん。その中で７級で終わ

らさんと、ほかの市はありますよね。和歌山
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市とかやったら９級とか聞きますもんね、８

級、９級。橋本市が７級で止めとる理由も知

りませんし、８級、９級、10級ってどんどん、

大事な人やったら、だって、これだけ人が足

らないって言うとる時代で今残ってくれとる

ような人たちって相当優秀な人なんですから、

ほんまにさらに突っ込んだ形でいけばどうか

と思うんですが、いかがでしょう。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）９級までと

いうことなんですけれど、和歌山市は中核市

でありまして、大きなまちとなっています。

局があったりするので、やはりその９級の制

度が必要なまちだと思います。本市の職務の

級を考えましたら、７級で最適だと考えてお

ります。もちろん３月31日まで、例えば課長、

部長をされてて、次の４月１日から５級の職

務というのは、なかなか今までの公務員の制

度からすると転換期というか、非常に大きな

改革かなとは思うんですけれども、この国の

制度に基づいて本市も粛々とやっていきたい

と思いますし、５級というか管理監督職以外

の職に降格という制度を設けている以上、や

はりその規則に従ってやっていきたいと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第10号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 この際、10時50分まで休憩いたします。 

（午前10時38分 休憩） 

                     

（午前10時50分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 これより議案第10号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第10号 橋本市職員の定年

等に関する条例等の一部を改正する等の条例

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第20 議案第11号 橋本市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第20 議案第11号 

橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）これの条例云々に関し

ては質疑というか文句も何もないんですけど、

やっぱり社会情勢を考えて、男女平等参画も

当たり前の話で、この産休・育休という権利

主張に対して、民間企業も公務員の会社も働

く人のところ全てにやっぱり気遣うんですわ、

早い話。やっぱりこれを取って周りに気遣っ
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とるという気遣いとか、育休というのは特に

スルーするというか、取れずにおる人も中に

はいらっしゃる可能性もあるわけで、今、目

合ったんで、総合政策部長でも、人事に関わ

ることなんで、逆に福祉じゃなくて、取りや

すい環境づくりとか、権利なんやから当然な

んやでとか、職場の雰囲気づくりとかで何か

議論とか、考えとることとかないのかな、も

しくは考えていかなあかんことってないのか

なというのは思うんですけど、それについて

いかがですか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）今回のこの

条例改正につきましては、令和３年６月に地

方公務員の育児休業に関する法律が改正され

て、この10月からその一部が施行されること

に伴う改正になるんですけども、この施行さ

れる大きな改正点というのが二つありまして、

一つは男性、女性に限らず、育児休業を２回

に分けて、分割して取ることができる、取り

やすくなったということが一点と、それから、

産後パパ育休という名称で厚生労働省は言う

とるんですけども、その産後パパ育休という

制度ができました。これは、女性は産後８週

間、必ず産後休暇というのを習得しなければ

ならないんですけれども、その56日間のうち

に２回に分けて夫が子どもさんに対して、父

親が合計４週間の育児休業ができるという、

今までもそれは取れたんですけれども、１回

でないとあかんとかということやったんで、

間空いて分けて取ることができるという、そ

ういう取りやすくなったというのが、この二

つが大きな改正点です。 

 女性の育児休業も、実は昨日考えとったん

ですけど、育児休業法ってできたのが平成４

年の４月、ちょうど30年前になります。当時

は女性が最長１年間取ることができて、この

30年の間でこうも変わったんやなというふう

に、よくなったなと感じました。男女が、男

性も女性も同じように子どもを育てていく上

で育児休業を取りやすくしないといけないの

は、やはり職場環境を整えていかなあかんと

いうところは十分よく分かります。この新し

くできた制度も周知しなければならないこと

から、また職員のほうにも周知していきたい

と思っているところです。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）子どもが生まれるとい

うことは、ある一定夫婦の年齢とかもあると

思いますし、管理職がということはあまりパ

ーセンテージとしてはない。別に差別、区別

しとるわけちゃうんです、あくまで確率の話

なんで。ということは、現場で働く職員、２

級、３級、４級ぐらいになったときに、よう

仕事できる人やったら30代、40代でも任され

ての責任とか、この人が一生懸命やっとる。

ごめんなさいね、ここが橋本市役所に聞きた

いところなんやけど、優秀な職員がおったら

その人に任してしもとるという傾向があって、

バランスよく仕事できとるかということに課

題を持たなあかんと思うんですよ。やっぱり

任されとって、私がやらなという責任感で心

の病になったらあかんのは当然のこと。こう

いう育休とか、社会情勢が上向いてきた条例

改正をするときに、その前にせなあかんこと

というのがそこじゃないですか。やっぱり１

人のところにウエートが乗っとるとか、特に

福祉部長のところ、福祉やったら割と女性が

多い。係長級とかその辺になってきたら、や

っぱりこの方しかでけへん仕事とか、任され

とるってなったら、取りたいけども取れない、

取ると言える環境にないということを改善す

る傾向、対策があってこの条例が生きてくる

と。この条例よくなったね、社会が変わった

ね、よかったねじゃあかんと思うんですよ。
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その点についての目標というか、ご意見を頂

きたい。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）やはり仕事

を続けていく上で、長く続けていくというこ

とを考えていかなあかんと思うんです。子ど

もを育てながら仕事をする、逆かもしれませ

んね、仕事をしながら子どもを育てていくと

いうことはかなり大変です。そんな中で最近

の事情を考えましたら、晩婚化であったりと

か、高年齢で出産ということも十分考えられ

るので、そんなときに役職、例えば係長の職

にあったとか、そういうことも考えられます

が、その点につきましてはやはり毎年、自己

申告書などによりましてヒアリングというか

聞き取りを行っておりますので、そういうと

ころを十分生かしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第11号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第11号 橋本市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第21 議案第12号 橋本市病院事業管

理者の給料その他の給与条例の

一部を改正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第21 議案第12号 

橋本市病院事業管理者の給料その他の給与条

例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）お昼までに終われへん

だらすいません、僕ばっかり。せっかくなん

でお伺いするんですけども、いいことである

と思っております。基本的に、ここ最近の管

理者はお医者さまがなってくれとるという傾

向があります。ほんで、病院にも寄与してく

れとる。ほんで、病院の総合的なことも見て

くれとる。大変ありがたいことと思っていま

す。根本的に考えて、給料が安過ぎるんとち

ゃうのというのは、かねがね僕は思っていま

した。今回それがあってかなかってかは別と

して、勤務手当及び研究手当という表現に変

わっとるんですけど、この研究手当と表現し

た理由と、それは今お医者さまが管理者をし

てくれとるということに対して十分な、次か

らの成り手もちゃんとおる状態を確保できる

ようになっているのか否か、その点について

お伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしにお答えさせていただきます。 

 まず研究手当についてでございますが、病
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院のほうには研究手当支給規定というのがご

ざいます。その中で管理者を除く医師に関し

ましては、医師としての経験年数に応じて研

究手当のほうを支給することになっておりま

して、10年未満、10年から15年未満、15年以

上というふうな形で支給金額が異なっており

ます。さらにそこに、医師の場合に関しまし

ては、指導医であったり認定医であったり、

いろいろ専門性の中で資格を取っていただく

ような形になっておりますので、そういった

ところで認定医を持たれている先生方に関し

ては加算ということで、研究手当のほうを支

給しているところです。 

 今回、支給手当の額の調整におきましては、

その規定を準用するような形で、一番高いと

ころでの金額というところで設定させていた

だいております。 

 あと、今後に関してですけども、管理者の

部分に関しましては任命権者が市長になりま

すので、私のほうから答弁のほうは控えさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第12号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

日程第22 議案第13号 橋本市特別用途地

区建築条例の一部を改正する条

例について 

○議長（小林 弘君）日程第22 議案第13号 

橋本市特別用途地区建築条例の一部を改正す

る条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第13号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第13号 橋本市特別用途地

区建築条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     


